
国見町図書館資料除籍基準 

 

（目的） 

１．この基準は、国見町図書館資料収集方針４．蔵書の除籍・更新に基づき、適正に資料を

除籍するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（基本方針） 

２．国見町図書館において、常に新鮮で利用しやすい資料構成を維持、充実させるために資

料の除籍を行う。資料の除籍にあたっては、次に掲げる事項に留意する。 

（１）資料が町民の公共の財産であることを充分考慮し、資料の状態、図書館所蔵状況、利

用頻度、書架及び書庫の収容状況を確認した上で慎重に判断する。 

（２）除籍の判断は中立かつ公平な立場に立って行い、除籍することにより提供できる資料

の不足や、資料構成に偏りが生じないよう必要に応じて資料を補完する。 

 

（除籍の理由） 

３．除籍は、次の事由が発生したときに対象とする。 

（１）不用 

 ①時代の経過とともに利用価値が失われたもの。 

内容が現状に合わなくなったことにより、新しい情報の資料が入るなどした結果、資料

的価値が低下したものは、特に古い情報を保存する必要があるものを除き、除籍の対象と

する。 

  ア）法律改正や科学、技術の進歩などの状況の変化により、内容が現状に合わなくなっ

たものは、随時除籍を検討する。特に情報が古くなったことで利用者に誤解を生じさ

せる恐れがある資料は速やかに除籍を検討する。 

  イ）旅行ガイドのように頻繁に資料が更新され、同種の内容が繰り返し出版される分野

のものは、より新しい情報の資料が入り、所蔵の必要性が低下したものを対象に除籍

を検討する。原則として出版後５年を経過したものを目安とする。 

  ウ）頻繁に情報が更新されない分野のものでも、魅力的な書架を維持するために、古く

なった資料は除籍を検討する。原則として以下に定める所蔵年数を経過し、資料的な

価値が著しく減少したもの。 

   ・基本的図書 １０年 

   ※基本的図書とは内容に永続性あり、かつ評価の定まったもの。 

   ・一般的図書  ５年 

   ※基本的図書を除いたもの。 

   ・絵本    １０年 

   ・紙芝居   １０年 

 ②利用が著しく低下し、新たな資料で代替できるもの。 

  ア）同種の内容が多数出版される分野の実用書は、資料及び書架の状況を考慮して随時



資料の更新を図る。 

  イ）新装版や増補版のほか、改訂版などの内容自体に修正があるものについても、修正

前の内容に特別な保存価値が認められる場合を除き、代替可能な資料として見なす。 

  ウ）文庫版や新書版などの版型が異なるものや翻訳者が異なる翻訳本は、原則として代

替可能な資料と見なさない。 

 ③利用が少なくなった複本 

（２）破損、汚損 

 ①破損、汚損がはなはだしく、補修不可能なもの。 

（３）亡失 

 ①蔵書点検により３年間連続して所在が不明なもの。 

 ②災害などの不可抗力の事故により、紛失・破損・汚損したもの。 

 ③未返却資料のうち返却請求不能の状態で３年が経過したもの。 

（４）その他 

 ①その他図書館長が除籍する必要があると認めたもの。 

 

（除籍の対象としない資料） 

４．前３．にかかわらず、次の資料は除籍の対象としない。 

（１）複本のない地域資料（郷土資料）、行政資料。 

（２）古典・名著・基本図書と評価されるもの（記述内容の新旧にかかわらず、各分野の基

礎的又は歴史的価値を有するもの）。 

（３）類書がなく又は極端に少ない分野のもの。 

（４）刊行頻度の少ないもの。 

（５）品切れ、絶版、その他の事情により再び収集することが困難で、かつ有用なもの。 

（６）その他図書館長が特に保存が必要であると認めたもの。 

 

（除籍資料の決定） 

５．除籍資料の決定は、資料選定会議による合議により行い、最終決定は図書館長が決定す

る。 

 

（除籍資料の処分） 

６．除籍資料の処分は、次のとおりとする。 

（１）除籍資料は、再利用に耐え得るものの再活用を図り、もって町民の読書活動に資する

有効活用を図ることを目的として、バーコードラベルの上にリサイクルラベルを貼り、町

内の教育施設等（保育所・幼稚園・小中学校等）に無償譲渡する。それ以外の資料は町民

等に無償譲渡する。なお、無償譲渡に関する規定は別に定める。 

（２）汚損・破損等による不用資料については、焼却処分する。 

 

 



（委任） 

７．この基準に定めるもののほか、図書館における資料の除籍に関し必要な事項は、図書館

長が別に定める。 


